
メインマーク株式会社が行うウレタン樹脂注入に
よる「沈下床の修正工法」は特許工法です。

特許番号： 第4896949号
発明の名称： 沈下床の修正工法
特許権者：ウレテックジャパン株式会社（現メインマーク株式会社）
特許有効期限：平成40（2028）年11月26日



特許出願公開番号
特開2010-126955 「沈下床の修正工法」
出願人：ウレテックジャパン株式会社

（現メインマーク株式会社）
発明者：フィリップ・マック

川口太（メインマーク株式会社代表取締役）
特許有効期限：2040（平成52）6月22日

特許権侵害とは
”特許権侵害”とは、権限を持たない他人が特許発明を業として（個人または家庭内での使用を
除くという意味です）実施することをいう。特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を持つ
ので（特許法第68条）、他人が無断で特許発明を実施すると特許権侵害となる。 特許発明の技
術的な範囲つまり権利のおよぶ内容は、特許請求の範囲に基づいて決定される（特許法第70条）。
特許発明の実施とは次のような行為をいう。物の発明に関しては、その物を生産したり、販売した
り、使用したりする行為が実施に当たる（特許法第２条３項１号）。カラーテレビの発明であれば、
このカラーテレビを製造したり、販売したり、使用したりする行為がこれに該当する。なお、カタロ
グを用いて販売の勧誘をする行為も特許発明の実施に当たる。特許法上は、プログラム自体を
物として扱っているので、プログラムを複製する行為はプログラムの生産に該当することになる。
方法の発明に関してはその方法を使用する行為が実施に当たる（同２号）。 特許権者は、侵害
者に対し、その行為の差し止めを行うことができ（差止請求権）、その行為によって受けた損害の
賠償を請求することができる（損害賠償請求権）。


